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   問 65 

問 65 令和元年度［問 09］    

 

区分所有法 

区分所有建物の復旧・建替え 
 
 マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関す
る次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 
 
１ マンションの滅失が建物の価格の２分の１以下に相当する部分の滅失
であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができ
るが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議
があった場合はこの限りでない。 
２ マンションの滅失が建物の価格の２分の１を超えるときは、復旧の決
議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否を
も記載し、又は記録しなければならない。 
３ 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び
再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せ
て、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。 
４ 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者から
の要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を
開催する必要はない。 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ａ 
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■■〔正解〕４ ■■ 

□□ １ 正 
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区
分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧すること
ができる（区 61 条１項本文）。ただし、共用部分については、復旧
の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があっ
たときは、単独復旧はできない（同ただし書）。 

□□ ２ 正 
建物の価格の２分の１を超える部分が滅失したときは、集会におい
て、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。こ
の集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも
記載し、又は記録しなければならない（区 61 条５項、６項）。 

□□ ３ 正 
建替え決議においては、①新たに建築する建物（再建建物）の設計
の概要、②建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、
③②に規定する費用の分担に関する事項、④再建建物の区分所有権
の帰属に関する事項を定めなければならない（区 62 条２項）。 

□□ ４ 誤 
建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、当該集会の会
日より少なくとも１ヵ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項
について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなけれ
ばならない（区 62 条６項）。区分所有者からの要請がない場合でも、
説明会を開催しなければならない。 
   




